
感染症まん延防⽌のための指針 

 
株式会社 神⼾在宅リハビリテーション事業団は、利⽤者さま・ご家族・職員の安全と健康

を守るため、感染症の発⽣およびまん延を防⽌する体制を整え、安⼼してご利⽤いただける
環境づくりに努めます。 
 
１．基本⽅針 
    1.    感染予防の徹底 
 ⼿洗い・⼿指消毒・マスク着⽤・換気など、⽇常的な感染対策を継続的に実施します。 
    2.    早期発⾒と迅速な対応 
 発熱や体調不良の際は速やかに報告し、医療機関・保健所等と連携して適切に対応します。 
    3.    まん延防⽌と安全確保 
 感染が疑われる場合は、状況に応じてサービス提供⽅法を⾒直し、利⽤者さま・職員双⽅
の安全を最優先に⾏動します。 
    4.    職員の健康管理と教育 
 職員の体調管理・健康観察を徹底し、感染症に関する研修を定期的に実施します。 
    5.    地域との連携 
 ⾏政・医療機関・関係事業所と連携し、地域全体で感染拡⼤防⽌に取り組みます。 
 
２．継続的な⾒直し 
 
社会情勢や⾏政指針の変更に応じて、本指針を定期的に⾒直し、最新の感染対策を反映して
まいります。 
株式会社神⼾在宅リハビリテーション事業団は、感染症のまん延防⽌をすべての職員の責
務とし、安⼼・安全なサービス提供を継続してまいります。 
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